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　市教育委員会が運営するデジタル博物館
では、トップページにバナー広告を掲載する
広告主を募集しています。バナー広告をクリッ
クすると広告主のホームページが開きます。
　デジタル博物館は月間アクセス件数が２
万件以上です。新しい広告媒体としてご活
用ください。
▶掲載料金（月額）
・市内に事業所等がある方＝3,000円
・市外に事業所等がある方＝5,000円
▶掲載場所＝トップページ下部
▶サイズ＝縦60ピクセル×横190ピクセル
※画像は広告主で作成してください。
　申込方法等、詳細は
ＱＲコードから市ホーム
ページをご確認ください。
　・　 生涯学習課
　 生涯学習班
　 ☎０４７５（７０）
　 ０３８０

の
開
業
・
廃
業
等
届
出
書
の
写
し
。

法
人
の
場
合
は
登
記
事
項
証
明

書
）、
滞
納
の
無
い
証
明
書
、
確

定
申
告
書
の
写
し
（
個
人
事
業
主

の
場
合
は
直
近
３
年
分
）

▼
募
集
期
間
＝
２
月
16
日
㈮
〜
３

月
８
日
㈮

▼
受
付
場
所
＝
商
工
観
光
課
（
分

庁
舎
３
階
）

▼
そ
の
他
＝
締
め
切
り
後
、「
大

網
白
里
市
海
の
家
等
適
正
利
用
調

整
会
議
」
で
応
募
内
容
の
審
査
を

行
い
、
出
店
の
可
否
に
つ
い
て
決

定
し
ま
す
。
出
店
が
承
認
さ
れ
た

場
合
は
、
区
画
の
占
用
や
海
の
家

の
建
築
・
営
業
に
関
し
て
、
各
法

▼
出
店
条
件
＝
主
た
る
条
件
と
し

て
、
個
人
の
場
合
は
３
年
以
上
市

内
に
住
所
を
有
し
、
居
住
し
て
い

る
こ
と
。
市
外
に
住
所
を
有
し
て

い
る
個
人
事
業
主
の
場
合
は
３
年

以
上
継
続
し
て
市
内
に
事
業
所
を

置
い
て
い
る
こ
と
。
法
人
の
場
合

は
３
年
以
上
継
続
し
て
市
内
に
事

業
所
を
置
い
て
い
る
こ
と
。

▼
提
出
書
類
＝
出
店
計
画
書
、
誓

約
書
、
住
民
票
（
市
外
居
住
者
の

個
人
事
業
主
の
場
合
は
個
人
事
業

　
令
和
６
年
度
海
水
浴
場
開
設
期

間
の
「
海
の
家
」
出
店
者
を
募
集

し
ま
す
。
出
店
申
請
に
は
、
必
ず
出

店
条
件
の
確
認
を
お
願
い
し
ま
す
。

※

詳
細
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご

　
覧
い
た
だ
く
か
、
問
い
合
わ
せ

　
く
だ
さ
い
。

▼
期
間
＝
７
月
上
旬
〜
８
月
下
旬

（
準
備
・
撤
去
は
前
後
１
か
月
以
内
）

▼
場
所
＝
白
里
海
水
浴
場

▼
区
画
数
＝
12
区
画
（
１
区
画
３

６
７
㎡
）

「
海
の
家
」を
出
店
し
ま
せ
ん
か

・
飼
い
犬
が
人
を
か
ん
だ
時
は
保

健
所
へ
届
け
出
し
、
狂
犬
病
の
疑

い
が
無
い
か
獣
医
師
の
検
診
を
受

け
さ
せ
る
こ
と
が
必
要
で
す
。

・
猫
は
屋
内
で
飼
い
ま
し
ょ
う
。

糞
尿
や
鳴
き
声
等
の
被
害
を
防
止

で
き
、
感
染
症
や
交
通
事
故
等
の

危
険
か
ら
守
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

・
適
正
に
飼
う
こ
と
が
で
き
な
い

子
犬
・
子
猫
を
増
や
さ
な
い
た
め

に
、不
妊
去
勢
措
置
を
し
ま
し
ょ
う
。

・
や
む
を
得
な
い
事
情
で
飼
え
な

く
な
っ
た
場
合
は
、
新
し
い
飼
い

主
を
探
し
ま
し
ょ
う
。

・
愛
護
動
物
を
虐
待
し
た
り
捨
て

た
り
す
る
と
、
最
大
で
１
年
の
懲

役
ま
た
は
１
０
０
万
円
の
罰
金
が

科
せ
ら
れ
ま
す
。

・
愛
護
動
物
を
殺
傷
す
る
と
、
最

大
で
５
年
の
懲
役
ま
た
は
５
０
０

万
円
の
罰
金
が
科
せ
ら
れ
ま
す
。

・
動
物
は
「
命
あ
る
も
の
」
で
す
。

人
と
動
物
と
の
共
生
に
配
慮
し
て

接
し
ま
し
ょ
う
。

　
地
域
づ
く
り
課
環
境
対
策
班
　

　
☎
０
４
７
５（
７
０
）０
３
８
６

・
動
物
を
飼
う
前
に
、
周
囲
に
迷

惑
を
掛
け
ず
、
責
任
を
持
っ
て
最

後
ま
で
飼
う
こ
と
が
で
き
る
環
境

で
あ
る
か
ど
う
か
、
よ
く
考
え
ま

し
ょ
う
。

・
飼
う
動
物
を
選
ぶ
と
き
は
、
世

話
の
方
法
や
か
か
り
や
す
い
病

気
、
動
物
の
習
性
に
合
っ
た
飼
い

方
が
で
き
る
か
ど
う
か
を
確
認
し

ま
し
ょ
う
。

・
動
物
か
ら
う
つ
る
感
染
症
を
予

防
す
る
た
め
、
過
剰
な
触
れ
合
い

は
控
え
、
動
物
に
触
っ
た
後
は
必

ず
手
を
洗
い
ま
し
ょ
う
。

・
動
物
に
は
、
迷
子
札
や
マ
イ
ク

ロ
チ
ッ
プ
を
付
け
る
な
ど
、
災
害

時
等
に
離
れ
て
し
ま
っ
て
も
、
飼
い

主
が
分
か
る
よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
。

犬
は
、
首
輪
等
に
登
録
鑑
札
と
狂

犬
病
予
防
注
射
済
票
を
付
け
る
こ

と
が
義
務
付
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

・
犬
の
放
し
飼
い
は
禁
止
さ
れ
て

い
ま
す
。
散
歩
は
犬
を
制
止
で
き

る
人
が
短
い
引
き
綱
で
行
い
ま

し
ょ
う
。
ま
た
、
し
つ
け
や
訓
練

を
し
て
、
人
に
危
害
を
加
え
た
り

鳴
き
声
な
ど
で
近
隣
に
迷
惑
を
掛

け
な
い
よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
。

・
散
歩
の
際
の
糞
尿
は
、
飼
い
主

が
責
任
を
持
っ
て
持
ち
帰
り
ま

し
ょ
う
。
ま
た
、
動
物
の
毛
の
手

入
れ
も
注
意
を
払
い
ま
し
ょ
う
。

動
物
は
正
し
く
飼
い
ま
し
ょ
う

申
問

問

有料広告を募集しています

　市では、コミュニティバスの運賃収入以外の自主財源を確保するた
め、地域の移動手段として多くの方々 に利用されているコミュニティバ
スの車体や車内に有料広告を掲載していただける事業者を募集します。
▶募集期間＝２月１日㈭～29日㈭
▶広告掲載期間＝４月１日㈪～令和７年
３月31日㈪
▶募集箇所・料金（月額）
・車内窓上＝１,０００円
・運転手後背部掲示板＝２,０００円
・車内側面ガラス＝５００円
・チラシの配架＝１,０００円
※広告物の作成および取り付け・貼付等に係る費用が別途必要となります。
▶申込方法＝申込書に大網白里市コミュニティバス広告掲載要綱
に基づく資料を添付して、企画政策課へ提出
※申込書受理後、内容を審査し、掲載の可否について通知します。
　詳細は、市ホームページをご覧になるか問い合わせください。
　・　 企画政策課政策推進班　☎０４７５（７０）０３１５申問

問申

気になったらすぐ相談！
「もの忘れ相談会」

令
等
に
基
づ
く
許
認
可
の
手
続
き

が
必
要
に
な
り
ま
す
。

　
・
　
商
工
観
光
課
振
興
班

　☎
０
４
７
５（
７
０
）０
３
５
６

▲バナー広告の募集に
ついて（市ホームページ）

問

こちらは消費生活センターです！
～即席カップめんの容器に穴が･･･発砲ポリスチレン製
　容器にＭＣＴオイルやえごま油等を加えないで！～

破損を招くため、添付以外の食
用油等は加えないでください。
容器から漏れ出た湯でやけどを
する恐れもあります。
　添付以外の食用油等を加え
たい場合は、即席カップめんの
中身を発泡ポリスチレン製容器
以外の容器に移してから加える
ようにしましょう。
（国民生活センター見守り新鮮情
報第４６９号より）
◇市消費生活センター
▶相談日時＝祝日を除く㈪・㈫・
㈬・㈮ 10 時～ 12 時、13 時～
16時
▶会場＝中央公民館１階相談室
▶相談電話＝☎０４７５（７０）
０３４４
　 地域づくり課市民協働推進班
　 ☎０４７５（７０）０３４２

〈事例〉
　即席カップめんに湯とＭＣＴ
オイルをほぼ同時に入れて食べ
ようとしたところ、容器の底が
抜け、足に湯がかかった。熱
いと思ったがやけどはしなかっ
た。商品には「カップが変質
し破損するおそれがあるので、
添付以外の食用油等は加えな
いでください」との注意表示
があったが、目立たない表示
だった。（70 歳代）
〈ひとことアドバイス〉
　主に即席カップめんや総菜等
の食品に使用されている発泡ポ
リスチレン製容器に、ＭＣＴオイ
ル（中鎖脂肪酸油）等の食用
油を加えたところ、容器が破損
して湯が流出したという相談が
寄せられています。容器の変質・

◎おはなし会
▶日時＝毎週㈯14時30分～
▶会場＝図書室会議室
◎中部分室おはなし会
▶日時＝毎週㈬15時30分～
◎白里分室おはなし会
▶日時＝毎週㈭15時30分～
◎今月の展示棚
「働くってなんだろう？！」
　春は新生活が始まる季節。社会人
デビューや、転職等で新しい仕事に
挑戦する人もいるでしょう。
　春が来る前に職業を題材にした｢お
仕事小説｣を読んで、働く姿を想像し
たり、本を読んで他人の人生を体験し
たりして、読書を楽しみませんか。

図書室だより

申問　   大網白里市図書室
☎0475（72）8383
・

大網白里市図書室 検索

◎図書室休室日
5 日㈪・11 日（日・祝）・
12 日㈪・19 日㈪・
23 日（金・祝）・26日㈪・
29 日（木・室内整理日）

コミュニティバス デジタル博物館の
バナー広告

▲コミュニティバス広告
募集（市ホームページ）

ここに掲載 ここに掲載

問申

　認知症の不安を持つ高齢者、認知症（疑い含
む）高齢者および介護をしている家族等に対し、
相談会を開催します。
　専門職への早期相談により、状態に合わせた
アドバイスや認知症に対する支援制度の説明等が
受けられます。
▶日時＝２月９日㈮ 13 時 30 分～14 時 15 分、
14時15分～15時、15時～15時 45分　
※予約制。
▶会場＝中央公民館２階談話室
▶内容＝専門職（保健師、社会福祉士、介護支
援専門員等）による認知症の個別相談
▶対象＝市内在住で、もの忘れや認知症につい
て不安がある方とその家族、事業所の方
▶申込方法＝電話での申し込み（随時受付中）
▶参加費＝無料
　・　地域包括支援センター
 　☎０４７５(７０)０４３９
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・
パ
ソ
コ
ン
や
ス
マ
ホ
お
よ
び
マ

イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
を
利
用
し
て
、

自
宅
で
も
簡
単
に
所
得
税
の
確
定

申
告
を
行
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
詳
細
は
、
国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

・
住
民
税
申
告
を
行
う
方
は
、
郵

送
で
の
提
出
に
ご
協
力
を
お
願
い

し
ま
す
。
住
民
税
申
告
書
の
必
要

な
方
は
税
務
課
市
民
税
班
ま
で
ご

連
絡
く
だ
さ
い
（
申
告
書
と
返
信

用
封
筒
を
郵
送
し
ま
す
）。

①
令
和
５
年
分
の
各
種
所
得
金
額

の
合
計
が
配
偶
者
控
除
・
扶
養
控

除
・
基
礎
控
除
・
そ
の
ほ
か
の
所

得
控
除
の
合
計
額
を
超
え
る
次
の

よ
う
な
方

・
商
売
を
し
て
い
る
方
（
商
工
業
・

農
業
・
自
由
業
等
の
事
業
か
ら
生

ず
る
収
入
の
あ
る
方
）

・
土
地
・
建
物
な
ど
の
賃
貸
料
や

権
利
金
等
の
収
入
の
あ
る
方

・
土
地
や
建
物
な
ど
を
売
っ
た
方

②
給
与
収
入
が
あ
る
次
の
方

・
給
与
の
収
入
金
額
が
２
，０
０
０

万
円
を
超
え
る
方

・
給
与
以
外
の
所
得
が
20
万
円
を

超
え
る
方

・
給
与
を
２
か
所
以
上
か
ら
受
け

て
い
る
方

③
令
和
５
年
の
途
中
で
退
職
し
た

後
、
就
職
を
せ
ず
、
年
末
調
整
を

受
け
な
か
っ
た
方

　
確
定
申
告
が
不
要
の
方
で
も
、

確
定
申
告
を
す
る
こ
と
で
税
金
の

還
付
が
受
け
ら
れ
る
場
合
が
あ
り

ま
す
。

・
給
与
所
得
者
の
場
合
、
年
末
調

整
に
よ
り
納
税
が
完
了
し
て
い
て

も
、
次
に
該
当
す
る
方
は
、
確
定

申
告
を
す
る
と
税
金
の
還
付
が
受

け
ら
れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

※

年
末
調
整
で
す
で
に
控
除
さ
れ

　
て
い
る
場
合
は
除
き
ま
す
。

①
マ
イ
ホ
ー
ム
を
10
年
以
上
の

ロ
ー
ン
で
取
得
し
た
場
合
（
住
宅

借
入
金
等
特
別
控
除
）

②
多
額
の
医
療
費
を
支
払
っ
た
場

合
（
医
療
費
控
除
）

③
災
害
や
盗
難
に
あ
っ
た
場
合

（
雑
損
控
除
）

　
白
色
申
告
を
す
る
方
の
中
で
、

事
業
所
得
（
営
業
・
農
業
）
お
よ

び
不
動
産
所
得
の
あ
る
方
は
、
令

和
５
年
分
の
確
定
申
告
書
を
提
出

す
る
と
き
に
、
そ
の
年
の
総
収
入

金
額
や
必
要
経
費
の
内
容
を
記
載

し
た
「
収
支
内
訳
書
」
を
添
付
し

な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　
申
告
す
る
際
は
、事
前
に「
収
支

内
訳
書
」を
作
成
し
て
く
だ
さ
い
。

①
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド

※

お
持
ち
で
な
い
方
は
マ
イ
ナ
ン

　
バ
ー
が
分
か
る
書
類
（
住
民
票

　
や
通
知
カ
ー
ド
。
氏
名
・
住
所

　
な
ど
に
変
更
が
無
い
場
合
、
ま

　
た
は
正
し
く
変
更
手
続
き
が
取

　
ら
れ
て
い
る
場
合
に
限
る
）
と

　
運
転
免
許
証
等
顔
写
真
付
身
分

　
証
明
書
。

②
給
与
・
年
金
所
得
者
は
源
泉
徴

収
票

③
事
業
（
営
業
・
農
業
）
所
得
お

よ
び
不
動
産
所
得
の
あ
る
方
は
、

作
成
済
み
の
収
支
内
訳
書

④
医
療
費
控
除
を
受
け
る
方
は
、

医
療
費
控
除
の
明
細
書

※

領
収
書
の
添
付
で
は
受
け
付
け

　
ら
れ
ま
せ
ん
。

⑤
国
民
健
康
保
険
・
国
民
年
金
・

介
護
保
険
・
任
意
継
続
社
会
保
険

の
支
払
い
の
あ
る
方
は
領
収
書

※

社
会
保
険
料
の
う
ち
「
国
民
年

　
金
等
」
は
、
日
本
年
金
機
構
や

　
各
年
金
基
金
発
行
の
控
除
証
明

　
書
の
添
付
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

⑥
生
命
保
険
料
・
地
震
保
険
料
な
ど

が
あ
る
方
は
保
険
料
控
除
証
明
書

⑦
寄
附
金
控
除
の
あ
る
方
は
証
明
書

⑧
住
宅
借
入
金
等
特
別
控
除
（
１

年
目
）
を
受
け
る
方
は
、
購
入
者

本
人
の
住
民
票
・
登
記
事
項
証
明

書
・
売
買
契
約
書
ま
た
は
請
負
契

約
書
（
写
し
）・
金
融
機
関
の
年

末
残
高
等
証
明
書
、
計
算
明
細
書

（
税
務
署
・
市
税
務
課
に
あ
り
ま

す
）
な
ど

※

２
年
目
以
降
は
金
融
機
関
の
年

　
末
残
高
等
証
明
書
、
計
算
明
細

　
書
の
み
。

⑨
障
害
者
控
除
を
受
け
る
場
合
は

障
害
者
手
帳
な
ど

⑩
金
融
機
関
の
口
座
番
号
の
分
か

る
も
の

　
確
定
申
告
書
や
住
民
税
申
告
書

等
に
は
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
（
個
人

番
号
）
の
記
載
が
必
要
で
す
。

　
申
告
書
を
提
出
す
る
際
に
本
人

確
認
を
行
い
ま
す
の
で
、
申
告
す

る
方
の
本
人
確
認
書
類
の
提
示
ま

た
は
写
し
の
添
付
が
必
要
で
す
。

2月16日㈮～3月15日㈮（㈯・㈰および祝日を除く）は
申告・相談受付期間の申告の申告
●所得税の確定申告に関する問い合わせ　東金税務署　☎0475(52)3121
●住民税の申告に関する問い合わせ　税務課市民税班　☎0475(70)0321

※市で行う申告相談会場は、中央公民館１階講堂および農村環境改善センターいずみの里です（農村環境改善センターいずみの里に
　ついては、㈫・㈬・㈭のみの実施となりますので、ご注意ください）。

あ
な
た
は
所
得
税
や
住
民
税
の

　申
告
を
す
る
必
要
が
あ
る
で
し
ょ
う
か
？

令
和
５
年
中
に
収
入
が

あ
り
ま
し
た
か

は
い

令
和
６
年
１
月
１
日
現
在
、

大
網
白
里
市
に
住
所
が
あ
り
ま
し
た
か

同
居
の
家
族
の
扶
養
に

な
っ
て
い
ま
し
た
か

は
い

サ
ラ
リ
ー
マ
ン
や

パ
ー
ト
の
方
で
す
か

は
い

年
末
調
整
は

済
ん
で
い
ま
す
か

は
い

給
与
以
外
に
所
得
が

あ
り
ま
し
た
か

は
い

２
か
所
以
上
か
ら
給
与
を

も
ら
っ
て
い
ま
す
か

は
い

勤
務
先
か
ら
給
与
支
払

報
告
書
が
市
役
所
に

提
出
さ
れ
て
い
ま
す
か

は
い

別
居
の
親
族
の
扶
養
に

な
っ
て
い
ま
し
た
か

い
い
え

いいえ いいえ いいえ

いいえ いいえ

いいえ いいえ

いいえ

い
い
え

は
い

所
得
税
の
確
定
申
告

が
必
要
で
す

住
民
税
の
申
告
が

必
要
で
す

住
民
税
の
申
告
は

住
所
地
で
お
願
い
し
ま
す

住
民
税
の
申
告
が

必
要
で
す

※

勤
務
先
に
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

住
民
税
の
申
告
が

必
要
で
す

※

生
活
状
況
を
記
入
。

住
民
税
の
申
告
が

必
要
で
す

※

親
族
の
住
所
・
氏
名
を
記
入
。

申
告
の
必
要
は

あ
り
ま
せ
ん

申
告
の
必
要
は

あ
り
ま
せ
ん

所
得
税
の
確
定
申
告

ま
た
は
住
民
税
の

申
告
が
必
要
で
す

所
得
税
の
確
定
申
告

ま
た
は
住
民
税
の

申
告
が
必
要
で
す

給
与
以
外
の
所
得
が

20
万
円
を
超
え
て

い
ま
す
か

は
い

は
い

※

こ
の
図
は
一
例
で
す
。
詳
細
は
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

スタートスタート

特
　集

所得税
住民税

電
子
申
告
ま
た
は

郵
送
提
出
の
お
願
い

所
得
税
の
申
告
が

必
要
な
方

白
色
申
告
の
方
も

収
支
内
訳
書
の
添
付
を

申
告
書
に
は
マ
イ
ナ
ン
バ
ー

の
記
載
が
必
要
で
す

還
付
申
告
を
す
る
方

申
告
に
必
要
な
も
の


